
号

外�
平

成
二
十
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

労
働
雇
用
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

三

告

示

○
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
で
使
用
す
る
塾
長
印

(
同

)

三

○
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
で
使
用
す
る
塾
長
印

(
同

)

四

規

則

岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
八
号

岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中｢

第
十
二
条｣

を｢

第
二
十
条｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

小
学
校
及
び
幼
稚

園｣

を｢

幼
稚
園
及
び
小
学
校｣

に
、｢

第
八
十
二
条
の
二｣

を｢

第
百
二
十
四
条｣

に
改
め
、｢

(

職

業
能
力
開
発
促
進
法
及
び
雇
用
促
進
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
九
年
法
律
第
四
十
五

号)

に
よ
る
改
正
前
の
職
業
能
力
開
発
促
進
法
に
よ
る
職
業
能
力
開
発
大
学
校
を
含
む
。)｣

を
削
り
、

同
条
第
五
号
中｢

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ�
か
ら�
ま
で｣

を｢

第
一
条
の
四
第
一
項
第
七
号
イ�

か
ら�
ま
で｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
中｢(

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
十
五
条
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
、
知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
又
は
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

第
九
条
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
知
的
障
害
者
と
判
定
さ
れ
た
者
を
い
う
。)｣

を
削

り
、
同
条
第
九
号
中｢

五
年｣

を｢

十
年｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十

一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中｢

、
漁
業
離
職
者
求
職
手
帳
又
は
特
定
不
況
業
種
離
職
者
求
職
手
帳｣

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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(
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日
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日)

発
行

(

休
日
に
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た
る
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き
は
翌
日)

平
成
二
十
年
四
月
一
日



を｢
又
は
漁
業
離
職
者
求
職
手
帳｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号

岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
訓
練
手
当
支
給
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中｢

第
十
二
条｣

を｢

第
二
十
条｣
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

小
学
校
及

び
幼
稚
園｣

を｢

幼
稚
園
及
び
小
学
校｣

に
、｢

第
八
十
二
条
の
二｣

を｢

第
百
二
十
四
条｣

に
改
め
、

同
項
第
六
号
中｢

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ�
か
ら�
ま
で｣

を｢
第
一
条
の
四
第
一
項
第
七
号
イ�

か
ら�
ま
で｣

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中｢(

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
十
五
条
に
規
定
す
る
児
童
相
談
所
、
知
的
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る

法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
又
は
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

第
九
条
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
よ
り
知
的
障
害
者
と
判
定
さ
れ
た
者
を
い
う
。)｣
を
削

り
、
同
項
第
九
号
中｢

第
二
条
第
二
項
第
八
号
又
は
第
八
号
の
二｣

を｢

第
二
条
第
二
項
第
八
号
、
第

八
号
の
二
又
は
第
八
号
の
三｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、

第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ�
及
び�｣
を｢

第
一
条

の
四
第
一
項
第
七
号
イ�
及
び�｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中｢

公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示
に
よ
り｣

を｢

公
共
職
業
訓
練
を
受
け

る
た
め
に｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項
第
二
号
中｢

、
通
所
の
た
め
利
用
で
き
る
交
通
機
関
の
な
い
も
の
又
は
自
動
車
等
を

使
用
し
な
い
で
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
通
所
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
支
給
対
象
者
の
住

所
若
し
く
は
居
所
か
ら
そ
の
利
用
す
る
こ
と
と
な
る
交
通
機
関
の
最
寄
り
の
駅(

停
留
所
等
を
含
む
。)

ま
で
の
距
離
が
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
若
し
く
は
そ
の
利
用
す
る
こ
と
と
な
る
交
通
機
関

の
運
行
回
数
が
一
日
十
往
復
以
下
で
あ
る
も
の(

以
下｢

通
所
が
不
便
で
あ
る
者｣

と
い
う
。)

の
う

ち｣

を
削
る
。

｢

入
間
郡
大
井
町

別
表
二
級
地
の
部
埼
玉
県
の
項
中｢

岩
槻
市｣

及
び｢

上
福
岡
市｣

を
削
り
、

同

郡
三
芳
町｣

｢

ふ
じ
み
野
市

を

入
間
郡
三
芳
町｣

に
改
め
、
同
部
神
奈
川
県
の
項
中｢

津
久
井
郡
城
山
町｣

を
削
り
、
同
部
岐
阜

県
の
項
中｢

土
岐
郡
笠
原
町｣

を
削
り
、
同
部
愛
知
県
の
項
中 ｢

西
春
日
井
郡
西
枇
杷
島
町

同

郡
師
勝
町

同

郡
清
洲
町

同

郡
新
川
町

｣

を｢

清北

須
市

名
古
屋
市｣

に
改
め
、
同
部
大
阪
府
の
項
中

｢

南
河
内
郡
美
原
町｣

を
削
り
、
同
部
福
岡
県
の
項
中

｢

古
賀
市｣

を｢

古
賀
市

福
津
市｣

に
改
め
、｢

宗
像
郡
福
間
町｣

を
削
り
、
同
部
長
崎
県
の
項
中

｢

西
彼
杵

同同同

郡
高
島
町

郡
崎
戸
町

郡
香
焼
町

郡
伊
王
島
町｣

を｢

西
海
市｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
号

岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年４月１日 ( )２



岐
阜
県
立
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
、
第
五
条
及
び
第
六
条
第
二
項
中｢

長｣

を｢

校
長｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中｢
開
発
校
の
長｣

を｢

開
発
校
の
校
長｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢
長
は｣

を｢

校
長
は｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

長｣

を｢

校
長｣

に
改
め
、

同
条
第
三
項
中｢

長
は｣
を｢

校
長
は｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

長｣

を｢

校
長｣

に
改
め
る
。

第
十
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
八
条
か
ら
第
二

十
一
条
ま
で
の
規
定
中｢

長｣
を｢
校
長｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中｢

長｣

を｢

塾
長
の
同
意
を
得
て
校
長｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同

条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

塾
長)

第
二
十
二
条

開
発
校
の
運
営
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
開
発
校
に
塾
長
を
置
く
。

別
表
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
の
部
中｢

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー｣

を｢

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー

職
業
能
力
開
発
校｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢長

｣

を｢校
長
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
中｢

長｣

を｢

校
長｣
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中｢長

｣

を｢校
長
｣

に
、｢3.6｣

を｢3.7｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
一
号

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則

第
百
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中｢

短
期
大
学
校
塾
長(

以
下｢

塾
長｣

を｢

短
期
大
学
校
長(

以
下｢

校
長｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中｢

塾
長｣

を｢

校
長｣

に
改
め
る
。

第
九
条
並
び
に
第
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中｢

塾
長｣

を｢

校
長｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中｢

塾
長｣

を｢

塾
長
の
同
意
を
得
て
校
長｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条

の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

塾
長)

第
十
一
条

短
期
大
学
校
の
運
営
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
短
期
大
学
校
に
塾
長
を
置
く
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
号

木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
で
使
用
す
る
校
長
印
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
使
用

す
る
。

な
お
、
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
で
使
用
す
る
塾
長
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二

百
六
十
四
号)

は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

印
影

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
校
長

( ) 平成20年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
で
使
用
す
る
校
長
印
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

使
用
す
る
。

な
お
、
国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
で
使
用
す
る
塾
長
印
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示

第
二
百
六
十
五
号)

は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

印
影

書

体

て
ん
書

大
き
さ

二
十
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
平
方

二

公
印
管
理
者

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ
ー
校
長

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成20年４月１日 ( )４

平
成
二
十
年
四
月
一
日
印
刷

平
成
二
十
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


